
要介護認定方法の見直しに係る検証を踏まえた見直しについて 
 
 
○ 介護サービスを受けるには要介護認定を受けることが必要であり、要介護認定は介護サービス

を受けるための「入り口」である。このため、要介護認定の信頼性が、国民の介護保険制度に対

する信頼に大きな影響を及ぼす。 
 
○ 要介護認定は、利用者・事業者・保険者のバランスをとりつつ、公正かつ的確に行われること

が重要である。今回の要介護認定の見直しにおいて、要介護認定のバラツキを是正し、最新の介

護の手間を反映させるという目的自体は理解できるし、認定調査における評価の評価軸が３つに

なったことも重要である。 
 
○ 一方、今回の見直しは、利用者・市町村の双方にとって大きな見直しであったにもかかわらず、

事前の検証や周知が十分に行われたとは言いがたく、結果として現場の大きな混乱を招いた。こ

の点、厚生労働省に対し、猛省を促したい。 
 
○ ただし、今回の見直し内容に係る検証は、見直しの導入に際しての厚生労働省の不手際に対す

る批判とは切り離して、データに基づき客観的に行うべきである。 
 
○ 今回の見直しの結果、認定調査項目の選択肢に係る自治体間のバラツキが減少する傾向にある

ことは重要な変化と考える。 
 
○ 他方、要介護度別の分布については、今回の見直し後も中・重度者の割合に大きな変化はない

が、非該当者及び軽度者の割合は増加した。また、こうした変化は、在宅や新規の申請者に多く

見られている。この変化をどうとらえ、どのような対応を行うかが問われている。 
 
○ 検証・検討会としては、要介護度別分布のシミュレーションや市町村における試行結果を踏ま

え、今回の見直しにより自治体間のバラツキが拡大した認定調査項目、市町村から質問・意見が

多く寄せられている項目を中心に、認定調査員テキストを別紙のとおり修正すべきと考える。 
こうした措置により、今回の見直しに係る懸念・不安については、概ね対応ができるのではな

いかと考えるが、本検証・検討会としては、厚生労働省に対し、上記見直し後の要介護認定の実

施状況について、本検証・検討会に報告するよう求める。 
 
○ さらに、経過措置については、利用者の不安に対応するという趣旨は理解するが、市町村に大

きな負担を課すとともに、要介護認定の趣旨にそぐわないものであり、上記の見直しと同時に終

了させるべきである。 
 
○ 上記の見直しに際しては、十分な準備期間を確保し、市町村への情報提供や調査員に対する研

修を着実に行うとともに、厚生労働省の責任において修正の考え方や内容を自治体等に十分に周

知すること等により、再度の混乱を招くことがないよう配慮すべきである。 
 
○ 検証・検討会としては、厚生労働省に対し、今後、要介護認定方法の見直しの際は、利用者や

市町村の立場に立って、十分に時間をかけて事前の検証や周知を行うことを求めたい。 
また、将来的には、ケアマネジメントも含め、利用者に必要なサービスが公平に提供される仕

組みについて、広く関係者の意見も聞いた上で、要介護認定がこうした仕組みに資するよう引き

続き検討を行うよう求めたい。 


